
世代間倫理における非同一性問題
-解決の不可能性と事後承認によるその無化一

池 田 和 弘

世代間倫理の論理構造をつきつめて考えた議論がパーフイットによる非同一性問題である。本稿は、その
問題を詳述し、パーフィットが与えた解の成立条件を議論する。
パーフィットは個々の未来世代を超えた社会的な価値によって「より良い未来」を選択することを理由づ

けようとするが、それが解として成立するためには、現在世代とすべての未来世代がその社会的な価値を共
有していることが条件になる。しかし、この条件が満たされるとは言えず、未来世代間の価値葛藤によって、
問題の解決が再び不可能となる。
それを避けるためには、「すべての未来世代による価値の共有」という「強い条件」を、「結果的に存在し

た未来世代による価値の共有」という「より弱い条件」に替えて、再度個々の未来世代に定位する必要があ
る。結果的に存在した未来世代が現在世代の選択を事後的に承認することで、現在世代の選択は「より弱い
条件」のもとで遡及的に理由が与えられ、同時に解決の不可能性は無化される。

と現在の二つの世代の間の利害が対立してい
るからなのです。未来世代を取り巻く自然環
境が現在世代によって一方的に破壊されてし
まうからです。（中略）
未来世代とは単なる他者ではありません。
それは自分の権利を自分で行使できない本質
的に無力な他者なのです。（中略）自己利益
の追求を抑え、無力な他者の利益の実現に責
任を持って行動することが要請されているの
です。すなわち、「倫理」的な存在となるこ
とが要請されているのです。（岩井[2001:13]、
〔〕部池田）

１ は じ め に

地球環境問題の深刻さが認知されるにつれて、
未来世代への責任を求める声が日に日に強くな
っている。経済学者の岩井克人は次のように述
べている。

わが人類は不幸にも、〔所有権を設定するこ
とで共有地の悲劇を避けるという〕経済学者の
論理が作動しえない共有地を抱えているので
す。
それは「未来世代」の環境です。
地球温暖化が深刻であるのは、各国間の利

害が対立しているからではありません。未来
未来世代への責任が問われ始めたのは、決し
て最近のことではない。比較的近い時代を見て
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も、少なくとも核兵器による地球の物理的破壊
の危機が見え始めた第二次世界大戦以降には、
未来世代への責任が必要であるという認識が世
界全体に広がったとみてよいだろう。現在は全
面核戦争の現実的危機が薄れるにつれて、地球
環境問題との関連で未来世代への責任が問われ
ることが多くなっている。地球環境問題といえ
ば、京都議定書をめく尋る国家間対立のように現
在世代内での決定手続きが問題になることが多
いが、岩井が述べているように、現在世代が未
来世代にどのような環境を残すのかという現在
世代と未来世代の関係の方が、現在世代内の決
定手続きよりも優先される問題である。現在世
代が未来世代にどのような環境を残すのかとい
う時間的な問題がまずあって、それが現在世代
内の決定手続きという空間的な問題を発生させ
るのである。決してその逆ではない。
事実、環境倫理学の入門書である加藤尚武に
よる『環境倫理学のすすめ』の中では、環境倫
理学の三つの主張として、自然の生存権の問題、
地球全体主義と並んで、世代間倫理の問題（未
来世代への責任）が挙げられており、環境倫理
において世代間倫理は議論すべき主要な問題の
ひとつになっている（加藤[1991:vi-vii,4-7])。
しかし、未来世代への責任、すなわち世代

間倫理は、決して環境倫理学だけが扱えばよい
問題ではない。社会学が人々の関係（事実問題）
とその望ましいあり方（規範問題）を扱う学問
であるとしたら、現在世代と未来世代の関係と
その望ましいあり方を問う世代間倫理は、本質
的に社会学的な主題である。そして、今日の国
際社会が地球環境問題に対する解決策を強く要
請されている現状において、世代間倫理の問題
は社会学が今最も考えなくてはならない問題の
ひとつであると言っても過言ではない。
しかしながら、管見の限り、日本の社会学に

おいて世代間倫理の問題に正面から取り組んだ
論文は佐藤俊樹[1995][2000]だけであり、
この問題に対する探究はこれまでのところほと
んど手つかずの状態にあると言わざるをえない
１２
．

本稿はこのような現状を踏まえ、英米圏の倫
理学において世代間倫理の論理構造をつきつめ
て考えた「非同一性問題」と呼ばれる議論を検
討しながら、それとの関係で佐藤［2000］を
とりあげることにしたい。非同一性問題はＤ・
パーフイットらによってl970年代から議論さ
れており、今後世代間倫理を論じる際には避け
て通ることのできない問題である３．非同一性
問題がもたらす困難は根深い。後で詳しく論じ
ることになるが、非同一性問題のもとでは、ど
のような環境を残しても未来世代の誰にとって
もより悪い状態とは言えない、という常識的な
判断とは相容れない結論が導き出される。パー
フィットの論文よりも時間的に先行するシュワ
ルツ(Schwartz[1978])はこれを理由に、世代
間倫理は現在世代内で相互に課された義務であ，
り、その受益者は現在世代自身なのだと述べて
いる。しかし、われわれが常識的に考える限り、
世代間倫理は現在世代のためではなく、未来世
代のためにより良い環境を残そうというものてル
ある。だとすれば、われわれはその常識的な判
断がどのような論理によっているのか、非同一・
性問題を踏まえてその論理を説明しなくてはな
らない。
そのために、非同一性問題がどのような問題
なのか、まずはそれを詳述することから始めて、
その上で本稿はパーフィットが『理由と人格』
(Parnt[1984=1998])の第Ⅳ部「未来の世代_
の中で展開している議論に注目したい。パーフ
ィットはわれわれの常識的な判断を説明するた
めに、非同一性問題に対して功利主義的な解を
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間は完全に安全だが、片方は遠い未来におい
てある危険を有する。この政策は、これから
数世紀の間地震の危険のない地域に核廃棄物
を埋めることを含んでいる。しかしこの廃棄
物は数千年間放射能を持ち続けるから、遠い
未来には危険がある。われわれがこのく危険
な政策〉を選ぶ方が、次の１世紀間の生活水
準が少々高いだろう。われわれはこの政策を
選び、何世紀も後に破局が起こる。地表の地
質の地質学的変化のために、地震が放射線を
発散させ、何千人もの人々を殺す。彼らはこ
の破局によって死ぬのだが、もし生きていれ
ば、生きるに値する生を持ったことだろう。
われわれは、この放射線が影響を与えるのは
まだ受胎されていない人々だけであって、そ
の影響は４０歳のときに不治の病で死なせる
というものであると想定できる。この病気は、
患者を殺すまでは何ら影響をもたらさない。
(Parfit[1984:371-372=1998:507-508])

与えようと試みている。ただし、本稿のような
短い論稿ではその全体を検討の対象とすること
はできないので、パーフィットの解の方向性だ
けを確認し、その中で解をみつけるための条件
は何かという、より限定した問いにしぼって批
判的に検討したい。

２常識的な判断

地球環境問題に対する解決策は、行為決定や
政策決定の際に環境を破壊しないような未来を
選択することである。まず、そうした未来に向
けた行為選択や政策選択の場において、われわ
れの常識がいかなる判断を示すのか、それを提
示することから始めよう。用いる例は、パーフ
ィットが『理由と人格』の中で用いた<14歳
の少女〉とく危険な政策〉である。
<14歳の少女〉とは次のような例である。

<l4歳の少女〉この少女は子どもを持つこ
とを決意した。彼女は大変若いから、その
子どもには人生の悪いスタートをきらせる
ことになる。このことはこの子供の生涯を通
じて悪い結果をもたらすだろうが、彼の生は
生きるに値するものだろうと予言できる。も
しこの少女があと数年待てば、彼女は別の子
供を持つだろう。彼女はこの子供に人生のも
っとよいスタートをきらせるだろう。(Parfit
[1984:358=1998:489])

例えばこのふたつのケースを念頭においたと
きに、われわれの常識はいかなる判断を下すの
だろうか。それは、次のようなものであるに違
いない。
14歳の少女は自分で決意したのだから子供

を持つべきだろうか、それとも子供を持つのを
待つべきだろうか。われわれの常識は、子供を
持つのを待つべきである、と判断するだろう。
なぜならば、たとえ少女が自分で決意したとし
ても、その決定はその少女だけの問題ではなく、
生まれてくる子供の問題でもあるからである。
今子供を持てば、彼は人生の悪いスタートをき
ることになるが、もし子供を持つのを待ってそ
の後子供を持つのなら、少女は彼に人生のもっ
とよいスタートを切らせることができる。
〈危険な政策〉についてもわれわれの常識は

一方、〈危険な政策〉とは次のような例であ

る。

<危険な政策〉われわれは共同体として、二
つのエネルギー政策のいずれかを選ばなけ
ればならない。両方とも少なくとも３世紀の
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同様の判断を示すだろう。われわれは共同体と
して危険な政策を選ぶべきではない。なぜなら
ば、危険な政策を選べば数千人の人々が将来死
ぬことになるが、その代わりに安全な政策を選
んだならば、そのような危険はなく将来の人々
が安全に暮らせるからである。
<14歳の少女〉のケースについては、子供を

持つのを待つべきである。〈危険な政策〉のケ
ースについては、安全な政策を採るべきである。
これがわれわれの常識がもっとも示しそうな判
断である。

影響するから、将来生まれてくる人々の中に
は、われわれが二つの政策の片方を選んだお
かげで存在する人がいるだろう。もしわれわ
れが別の政策を選んだならば、これらの特定
の人々は決して存在しなかっただろう。また
われわれの選択のおかげで存在する、将来生
まれてくる人々の割合は、池の中のさざ波の
ように、次第に広がっていくだろう。(Palrfit
[1984:361=1998:493-494])

定式化すれば、「非同一性問題」とは、「ある
時点ｔにおいて選択肢Ａ、Ｂを選んだ結果、ｔ
+1以降に存在する可能性のある人々の集合を
未来世代Ａ、Ｂとするならば、一般に、選択肢
Ａ≠選択肢Ｂならば、未来世代Ａ≠未来世代Ｂ
である｣、という問題である４．
政策選択だけでなく、また<14歳の少女〉

の例に限らず、個人が行なうその他の行為選択
の場合でも非同一性問題は生じうる。したがっ
て、原理的にはすべての行為がこの問題に巻き
込まれていることになるが、未来に誰が存在す
るのかに決定的に影響を与えるような選択の場
合には、行為選択であれ政策選択であれ、非同
一性問題が生じることにより意識的になる必要

がある。逆に、パーフイットも述べているよう
に、その行為の特定の影響がどうなるか予測で
きないような些細な行為の場合には、これらの
行為の影響を道徳的には無視することができる
(Parfit[1984:356=1998:486])。
では、非同一性問題が生じると、なぜどちら

の選択肢をとったとしても一層悪い結果ではな
い、という常識とは異なる結論が導き出される
のだろうか。それは、非同一性問題によって、
｢その人にとって悪い結果ではないという議論

(NoWorseoffArgument)」が成立するからであ
る。

３非同一性問題

しかし、われわれがこのような常識的な判断
を下している一方で、より論理的に議論を展開
してみると、<l４歳の少女〉とく危険な政策〉
の両方のケースにおいて、どちらの選択肢をと
ったとしても子供や未来世代にとって一層悪い
結果ではないという、常識とは異なる結論が導
き出される。なぜなら、行為選択や政策選択に
よって、パーフィットらによって議論されてい
る「非同一性問題(Non-IdentityProblem)」が
生じるからである。では、非同一性問題とはど
のような問題なのか。
パーフイットは次のように述べている。

われわれが二つの社会的あるいは経済的政
策のいずれかを選択するところであるとして
みよう。そしてこの二つの政策のいずれかの
方が、生活水準が次の１世紀において少し高
いとしてみよう。この結果は別の結果を含ん
でいる。いずれの政策をわれわれが選ぶにせ
よ遠い未来に存在する人々は同一である、と
いうことはない。（中略）われわれの二つの
政策間の選択は将来の受胎のタイミングに
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べきだと考えるだろう（われわれが取るべきだと
思っているこれらの選択肢によって生じる未来を便
宜的に「より良い未来」と呼んでおこう)。しかし、
ある未来世代にとって良いか悪いかという基準
では「より良い未来」を選ぶというわれわれの
常識的な判断に理由を与えることはできない。
ではその理由は何によって与えられるのだろう
か。

非同一性問題はある選択において選択肢Ａと
選択肢Ｂをとった場合では、将来存在すること
になる人々の集合が異なることを示している。
それゆえ、14歳の少女が今子供を持ったとし
ても、それはその子供にとって一層悪いことで

● ●

はない。なぜなら、その子供は14歳の少女が
子供を持つのを待ったとしたら存在しないから
である。同様に、危険な政策をとったとしても、
それは結果として生じるその未来世代にとって

● ●一層悪いことではない。なぜなら、その未来世

代は安全な政策がとられていたとしたら存在し
ないからである。
定式化すれば、「その人にとって悪い結果で
はないという議論」とは、「ある時点ｔにおい
て行為者Ｘが選択肢Ａを選んだことが未来世代
Ａに悪い結果をもたらすこともないし、その未
来世代Ａにとって悪い結果であることを理由に
選択肢Ａを選択することに反論することもでき
ない。なぜならば、選択肢Ｂを選んだ場合には
未来世代Ａは存在せず、選択肢Ａを選んだ結果
として未来世代Ａが一層悪い状況に陥ったわけ
ではないからである｣、という議論である。
このように、非同一性問題とそれがもたらす

「その人にとって悪い結果ではないという議論」
は明らかにわれわれの常識とは異なった判断を
下している。だとしたら、われわれは「その人
にとって悪い結果ではないという議論」を受け
入れて、われわれの常識的な判断を改訂して、
<14歳の少女〉のケースでは子供を持つのを待
つべきであるとは言えない、〈危険な政策〉の
ケースでは安全な政策をとるべきであるとは言
えない、そして、リサイクル運動や環境保護政
策をとるべきであるとは言えない、と言うべき
なのだろうか。私もパーフィットも多くの論者
も、そしておそらく多くの読者も、それでも子
供を持つのを待つべきだし、安全な政策をとる

４未来世代の権利による解決の不可能
性

その理由の候補として次に考えるべきもの
は、ある未来が生じたときに未来世代の権利が
侵害されていると言えるのなら、そうした未来
とは別の「より良い未来｣、この場合なら権利
が侵害されていないような別の未来を選択する
理由を現在世代に与えるのではないか、という
方針である。パーフイットはこのように議論を
立てて、結果としてその可能性を棄却している。
では、どのような論理でそれを棄却したのだろ
うか。パーフイットは<１４歳の少女〉の例で
それを説明しているので、本稿もそれにしたが
って議論を確認していくことにしたい(Parfit
[1984:364-366=1998:497-500])５。
<１４歳の少女〉のケースについて、権利の言
葉で彼女の選択に反論するとしたら、われわ
れはおそらく次のように言うだろう。「彼女は
その子供の、人生におけるよいスタートへの権
利を侵害している｣。しかし、パーフィットは、
これは反論になっていない、と考えている。な
ぜならば、たとえこの子供がこの権利を持って
いるとしても、少女が成熟した女性となるとき

● ●

にはこの子供を持つことはできないのだから、
● ●

この子供の権利を満たすことはできないからで
ある。ある人の権利が満たされていないとして
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も、権利が満たされるような状態をその人にも
たらすこと自体が不可能なのである。したがっ
て、権利の侵害を訴えることはできない。
しかしこれに対してはさらに、「ある人が持

つことになる権利が実現不可能なものだという
ことをわれわれが知っているならば、この人物
を存在させることは不正である」という反論が
あがるだろうことをパーフィットはすでに予想
しており、それに対して再反論を試みている。
パーフイットによればこの反論が成立しないの
は、たとえよいスタートを切れなかったとして
も、子供は生きていること自体は喜ぶだろうか
ら、よいスタートへの権利を放棄して、母親が
不正に行動したということを否定するからであ
る。
本稿は権利による訴えかけが「より良い未

来」を選択する上で十分な理由を与えないこと
についてはパーフィットに同意するが、パーフ
イットのこの応答は論証の最後のステップが欠
けており、不十分であると考える。
まず、問題になっている正／不正を、実現不

可能な権利を持たせたことの正／不正と、存在
させたことの正／不正に分けて考えることがで
きる。ひとつ注意すべきことは、先ほどは実現
不可能であるがゆえに権利の侵害が成立しない
という論証であったが、ここで考えていること
はそのような実現不可能な権利を持たせたこと
の正／不正である。さて、パーフィットは存在
させたことを不正に思わないことから実現不可
能な権利を持たせたことも不正ではなく、むし
ろ「よいスタートへの権利」を放棄すると考え
ているが、前者から後者はストレートには出て
こない。なぜなら、存在させたことは不正だと
は思わないが、実現不可能な権利を持たせたこ
とは不正だと考えるケースがあるからである6．
このケースはパーフイットに即して言うなら

ぱ、生きていることには満足しているが「よい
スタートへの権利」を放棄しない場合に相当す
る。パーフィットは別のケース、先天的で遺伝
性の病気をもつジェインが子供を持つかどうか
考えるくジェインの選択〉のケースでは、子供
が権利を放棄しないのならば、権利への訴えか
けが選択に対するいくらかの反論を提供するか
もしれないと指摘しており、<14歳の少女〉の
ケースの場合にも権利を放棄しない可能性を考
えることができる。パーフイットの論証に欠け
ているのは、権利を放棄しない場合になぜいく
らかの反論しか与えることができないのか、逆
に言えば、「より良い未来」を選択する十分な
理由を与えることができないのかその最後の
説明である。
では、「よいスタートへの権利」を放棄せず、
そうした実現不可能な権利を持たせたことは
不正であると考える場合にも、「より良い未来」
を選択する十分な理由を与えることができない
のはなぜか。それは、「よいスタートへの権利」
という実現不可能な権利を持たせたことはたし
かに不正だが、生きていることを否定するほど
の不正ではないからである7°生きていること
を否定するほどではないのであれば、たとえ実
現不可能な権利を持たせたことが不正であると
しても、他の未来を選ぶだけの十分な理由を与
えることはできない。
そして、なぜ十分な理由を与えることがで

きないのかをより説得的に示しているのが佐藤
[2000］である。佐藤は世代間倫理の実践的な
帰結のひとつである人口抑制を例に挙げて議論
を展開している8．

次のような状況を考えてみよう：地球環境
問題の大きなネックは人口増加である（これ
はほとんどの立場の人間が一致できる数少ない点
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こうした変更を加えて、本稿に即して佐藤の
真意を汲み取ってみよう１０°われわれがもし
｢人生におけるよいスタートへの権利」が実現

不可能であり、そうした実現不可能な権利を持
たせることが不正だと考えて、未来世代A+B
ｌを否定して未来世代B2を選択するのならば、
われわれは何をしていることになるのだろうか。
それは、未来世代A+Blも生きていることそ
れ自体を否定しないだろうと考えられるにも拘
わらず、どちらの未来世代が成立するとしても
持つはずであった「生きる権利」を未来世代Ａ
+Blに対してではなく未来世代B2に優先し
て与えることに他ならない。
未来世代の権利で問題を解決することができ
ない本質的な理由はここにある。未来世代A+
Blを選んでも未来世代B2を選んでもより根
底的な「生きる権利」は満たされる以上その点
について未来世代A+Blと未来世代B2に本
質的な違いはない。それゆえ、たとえ「よいス
タートへの権利」という実現不可能な権利をも
たらすことが不正であって、それが選択に対し
ていくらかの反論を与えるとしても、どちらの
未来世代に「生きる権利」を与えるべきかにつ
いてまで十分な理由を与えることができないの
である。

だろう)。だから、何らかの人口抑制が必要
である。けれども、人口抑制とは何か。それ
は抑制なしではうまれたはずの人間をうまれ
なくすることだ。この抑制された分の人間集
団を「未来世代Ａ｣、それ以外の未来におい
て生じるだろう人間集団を「未来世代Ｂ」と
よぼう。人口抑制とは、一言でいえば、現在
世代が未来世代Ｂのために未来世代Ａを「抹
殺（ジェノサイド)」することにほかならない。
世代間倫理は未来世代Ｂのために現在の世
代が欲望をおさえるべきだとする。だが、そ
の際、未来世代Ａの人権問題は一体どこにい
っているのだろうか。未来世代Ａと未来世代
Ｂの間に一体どれだけの優先順位のちがいが
あるのだろうか。（佐藤［2000]）９

佐藤の議論の真意を汲み取るためにはいくつ
かの変更を加える必要がある。
まず、人口抑制の説明の仕方がやや不正確で
ある。非同一性問題は別々の未来に別々の人々
が生じることを示しているので、「抹殺」され
ないで、人口を抑制された未来と抑制されな
い未来の中にともに存在すると想定されている
｢未来世代Ｂ」は，実際には同じ人数の別々の
人々から構成される集団である。それゆえ、抑
制された分の人間集団の「未来世代Ａ」だけで
はなく、抑制されない未来に存在するであろう
｢未来世代Bl」も「抹殺」の対象になり､残さ
れるのは「未来世代B2」である。
次に、未来世代の権利は、結果的に生じた未
来世代が行使してはじめて実現するものだと考
えることができるので、現段階で未来世代Ｂの
ために未来世代Ａを消したとしても、それがす
ぐさま未来世代Ａに対する人権侵害になるわけ
でも、未来世代Ａを「抹殺」することになるわ
けではない。

５パーフイツトの戦略

さて、ここまでの議論によって、「より良い
未来」を選択する理由は、ある未来世代にと
って良いか悪いかという基準によっても、ある
未来世代の権利が侵害されているかいないかと
いう基準によっても十分に与えられないことが
示された。おそらくそれでもなお、われわれは
｢より良い未来」を選択するべきだ、と考えつ
づけるだろう。
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そして、パーフィットもそう考えた。では、
パーフィットは「より良い未来」を選ぶことに
どのような理由を与えようとしたのだろうか。
<14歳の少女〉のケースに戻って考えてみよう。
おそらくわれわれは14歳の少女に次のように
反論するだろう(Parfit[1984:359-361=1998:
490-493])。

ていたであろう人々よりも〔現実の結果にお
いて〕生きている人々の暮らし向きが悪いな
らば、あるいは生活の質が低いならば、その
方が悪い。(Parnt[1984:360=1998:491-492])

ある選択によって生じる二つの結果のいず
れにおいても同じ人数の人々が存在する場合に
は、生の質が高い方が良い、という判断である。
パーフィットによれば、これが<14歳の少女〉
に対する反論である。しかし、〈危険な政策〉
の場合には（厳密に言うと、二人以上の子供が
生まれる可能性があるので<14歳の少女〉の
場合でも)、政策選択によって生じる二つの結
果のいずれにおいても同じ人数の人々が存在す
るとは限らない。「危険な政策」を選択した場
合には、寿命が縮まることによって「安全な政
策」を選択した場合よりも少ない人数の人々が
存在するようになると考えるのが妥当だろう。
それゆえ、パーフィットはこの後の議論で、
Ｑを含み、別々の結果において異なる人数の
人々が存在するケースをカバーするようなもっ
と広い原理（パーフィットはそれを理論Ｘと呼
ぶ）がどのようなものであるのか、それを探究
することを「より良い未来」を選択する理由を
探す戦略としている！'・
パーフィットはこの後三つの章を割いてこの
理論Ｘの探究を続けているが、本稿はそれをこ
こで議論するつもりはない12．むしろ、本稿が
議論したいのは、パーフイットの戦略によって
発見される理論Ｘが「より良い未来」を選択す
る理由として成立する、その条件についてであ
る。

(A)この少女の決定への反論は、それがお
そらく彼女の子供にとって悪いだろうからと
いうものである。もし彼女が待つならば、彼
女は子供に人生のよりよいスタートを与える
だろう。(Parnt[1984:359=1998:490])

しかし、パーフィットによれば、この主張は
真実だけれども少女への反論を説明していない。
なぜならば、少女が子供を持った後には、「彼
女の子供」は、今やこの特定の子供に当然言及
しているからである。「その人にとって悪い結
果ではないという議論」でみたように、少女の

● ●

決定はこの子供にとっては悪くなかったのであ
る。主張(A)においては、「彼女の子供」と
いう言葉でこの子供のことを言っているのでは
ない。むしろ、それは彼女が成熟してから持ち
えた、いかなる子供にもすることができたはず
のことのゆえに(A)のような主張をするので
ある。それゆえ、(A)は、およそ生きている
特定の人々のうちの誰かにとっての善悪にかか
わるものではない。では、(A)はどのような
理由に訴えかけていることになるのだろうか。
パーフィットによれば、それは次のようなもの
である。

<同じ人数の質の主張〉あるいはQ:二つ
の結果のいずれかにおいて同じ人数の人々が
生きている場合、〔別の結果において〕生き

６社会的な価値による解決の不可能性

パーフィットは理論Ｘを探し出しそれを「よ
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の社会の望ましさという社会的な価値によって
未来世代Ａを未来世代Ｂよりも優先する理由が

● ● ● ● ● ● ● ●

与えられるとしたら、それは未来世代Ａも未来
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

世代Ｂもその価値を共有できる場合だけである。
パーフイットの場合には、「生の質とその全体
量の最適解が良い」という価値を、未来世代Ａ
も未来世代Ｂも共有していなくてはならない。
しかし、そう考えた場合には、未来世代の権

利がどちらの未来世代にも優先権を与えられな
かったのと同様の論理によって、社会的な価値
による選択の理由づけが不可能になる。なぜな
らば、すべての未来世代の間であるひとつの社
会的な価値が共有されている、とは必ずしも言
えないからである。細かく検討してみよう。
パーフィットは「暮らし向き」や「生の質」
といった概念を用いることについて次のように
説明をしている。

り良い未来」を選択する理由とすることによっ
て、いったい何をしていることになるのか。す
でにパーフィットは「より良い未来」を選択
する理由は、ある未来世代にとって良いか悪い
かという基準によっても、ある未来世代の権利
が侵害されるかどうかによっても与えられない
ことを認めている。したがって、Ｑ、またはそ
れを含みこむ理論Ｘは、ある未来世代に依拠し
た議論ではありえない。では、いったい何に依
拠しようとしているのか。それは、ある選択の
別々の結果において同じ人数の未来世代が生じ
る場合には「生の質(Q)」に、異なる人数の
未来世代が生じる場合には「生の質とその全体
量の最適解（理論X)」に依拠することである13。
そしてそれは、個々の未来世代にとって良いか

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

悪いかではない以上、個々の未来世代を超えた
ある種の社会の望ましさという社会的な価値に
｢より良い未来」を選択する理由を求めている
と考えざるをえない。
しかし、「生の質とその全体量の最適解が良

い」という社会的な価値を個々の未来世代を超
えた社会的な価値だと捉えて、それによって未
来世代Ｂではなく未来世代Ａを選ぶのならば、
当然その社会的な価値自体が未来世代Ａにも未
来世代Ｂにも共有されうるものでなければなら
ない。なぜならば、もし共有されていないとし
たら、未来世代Ａがもっている社会的な価値か
ら見た場合には未来世代Ａの方が、未来世代Ｂ
がもっている社会的な価値から見た場合には未
来世代Ｂの方がよい、といったことが起こりう
るからである。個々の未来世代を超えた社会的
な価値なのだと考えておきながら、もしそれが
共有されえないものだとしたら、われわれは相
手の一方にとって都合のいい基準によってどち
らの未来世代をとるのか決めてしまうことにな

② 、 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ろ。それゆえ、個々の未来世代を超えたある種

「暮らし向きがより悪い(worseoff)」は、

誰かの幸福(happiness)のレベルに言及し
ているとも、あるいはもっと狭く、生活水
準(standardofliving)に言及しているとも、
あるいはもっと広く、生の質(thequalityof
life)に言及しているともとれる。最後のも
のが一番広いから、私は「生の質」というフ
レーズをしばしば用いることにする。(Parfit
[1984:357-358=1998:488]、訳文は適宜改変）

パーフィットは「生の質」という概念をかな
り広い意味で使っており、しかもこれ以上の説
明を与えていないので、「生の質」が何を意味
するのかについていくつかの解釈が成立するだ
ろう。それゆえ、ここでは可能なふたつの解釈
に分けてそれぞれについて考えてみる必要があ
る。ひとつは「生の質」は判断基準になりうる
いくつかの価値のひとつであるという解釈、も
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うひとつは「生の質」はそうしたいくつかの価
値をすべて包含する一階上にあるメタ価値であ
るという解釈である｡
前者の場合には、「生の質」はいくつかある
価値のうちのひとつである。可能なすべての未
来世代がこの「生の質」を判断基準に用いるの
ならパーフィットの議論に問題はない。しかし、
｢生の質」ではない価値を判断基準として採用

する未来世代を考えることもできる。例えば、
｢生きるにかつかつの貧しい生活をしていても、
豊かな自然が残っている方が良い」という別の
社会的な価値を優先するような未来世代がいる
かもしれないし、「神に従う方が良い」という
未来世代がいるかもしれない。そのような判断
をする未来世代がいるとしたら、彼らは「生の
質とその全体量」とは別の社会的な価値を判断
の基準にしていることになる。その場合には当
然、すべての未来世代があるひとつの社会的な
価値を共有しているとは言えなくなる。
したがって、すべての未来世代が「生の質」

を判断基準に用いると仮定するのならば、後者
の解釈、すなわち、「生の質」はあらゆる価値
を包含するメタ価値であるという解釈をとらざ
るをえない。例えば、「豊かな自然が残ってい
る方が良い」という価値を基準に社会を評価す
る未来世代がいたとしても、「生きるにかつか
つでも、豊かな自然が残っているのなら質の高
い生である」と、逆に「食べるに困らなくても、
ほとんど自然が残されていないのなら質の低
い生である」と「生の質」の言葉で判断を再解
釈することができる。しかし、「食べるに困ら
ない生活を送っている」社会と、「豊かな自然
が残っている」社会と、「神に従った生活を送
っている」社会のいずれの社会が「生の質が高
い」社会なのだろうか。パーフィットは、比較
は厳密なものではなく、おおざっぱなもの、あ

るいは部分的なものだと言っているが、「豊か
な自然が残っている」社会と「神に従った生活
を送っている」社会の間ではそういった部分的
な比較可能性すら成り立たない。比較ができる
のは、自然が残っている社会と残っていない社
会とどちらが生の質が高いか、というサブクラ
スの価値、この場合には「自然が残っているか
否か」で解釈することができる社会の間でだけ
である。それゆえ、社会間比較をするためには
そのサブクラスの価値で再解釈する必要がある
以上、社会間比較にとってメタ価値である「生
の質」は冗長な概念でしかない。したがって、
｢生の質」を基準にして社会間比較をするため
には前者の解釈しかとれず、結局やはりすべて
の未来世代があるひとつの社会的な価値を共有
しているとは言えないのである。
パーフイットは生の質という単一の基準によ
ってすべての社会を評価することができると考
えているが、それはパーフイットがその他の価
値の存在をあらかじめ排除しているからである。
これは「効用」にかなりの比重をかける功利主
義的な議論に特有の困難でもある。功利主義的
な議論はある選択の帰結を評価するにあたって、
｢効用」を度外視した価値や当事者が目的とし

て善いものだと評価するもの、例えば「自然の
豊かさ」や「神に従った生活」のような価値を
あらかじめ無視してしまう。パーフィットが世
代間倫理を議論しながら、環境倫理にまで至り
きれない原因の一端がここにある。
まとめよう。未来世代の権利の場合には、ど

の未来世代も権利の尊重という社会的な価値を
共有していると想定した上で、どちらの選択肢
をとってもより根底的な「生きる権利」が満た
されるがゆえに、未来世代Ａを未来世代Ｂより
も優先する理由を与えることができなかった。
しかし、それを避けるために個々の未来世代を
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超えた別の社会的な価値の共有に選択の理由を
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

求めたとしても、今度はどの社会的な価値がよ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

り良い社会的な価値なのかという一段高次の価
● ② ● ● ● ● ● ● ● ① ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

値の次元において、価値の葛藤が生じてしまう
のである'4．いずれの社会的な価値がより適切
な判断基準なのかわれわれには決められない以
上、個々の未来世代を超えた社会的な価値とし
て、未来世代Ａの社会的な価値を未来世代Ｂの
社会的な価値よりも優先する理由を与えること
はできない。したがって、パーフィットのよう

● ⑨ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

に、個々の未来世代を超えたある種の社会の望
ましさという社会的な価値に「より良い未来」
を選択する理由を探そうとしても、そのような
戦略は臘路にはまり込んでしまうことになる。

ムによってなされる。
ある未来世代（未来世代Ａでも未来世代Ｂでも

構わないが、便宜的に未来世代Ａであると想定し、
結果的に存在したことを示すために「未来世代A+」
と表記する）が結果的に存在するようになった
と想定しよう。もし彼らがわれわれ現在世代と
同じある社会的な価値を共有していて、われわ
れの選択がその価値を満たすような選択であっ
たとしたら、彼らはわれわれ現在世代の選択は
正しいものであったのだと評価するだろう。例
えば、地球環境問題の場合には、「豊かな自然
が残っている方が良い」という社会的な価値を
現在世代と未来世代A+が共有していて、現在
世代が豊かな自然を残していたとしたら、彼ら
は現在世代は正しいことをしたのだと評価して
くれるだろう。逆に、豊かな自然を残していな
かったら、未来世代の権利の時に実現不可能な
権利を持たせたことが不正であったのと同様に、
たとえ未来世代A+が自分たちが生きているこ
とを後悔しないとしても、現在世代は未来世代
A+に対して正しくないことをしたのだと評価
される。このように未来世代A+が生きている
ことに後悔しないだけではなく、現在世代の選
択が正しいものをもたらしたのだと事後的に承
認するのなら、われわれはその社会的な価値に
よって未来世代Ｂよりも未来世代A+を優先し
たことに「より弱い条件」のもとで遡及的に理
由を与えることができる。
このような事後承認が「より弱い条件」のも

とで未来世代A+を未来世代Ｂより優先するこ
とに事後的かつ遡及的に理由を与えることがで
きるのは、われわれが次のような信念を持って
いるからにほかならない。すなわち、未来の世
界に誰が存在するのかは現在の時点ではまだ決
まっていないけれども、過去の世界や現在の世
界に存在するのは誰であるのかすでに決まって

７事後承認による解決不可能性の無化

社会的な価値は価値の葛藤を招いてしまうが
ゆえに、個々の未来世代を超えることはできな
い。それでもなお、社会的な価値に「より良い
未来」を選択する理由を求め続けるとしたら、
未来世代Ａにも未来世代Ｂにも共有されるもの
でなければならないというこれまでの「強い条
件」を放棄して、未来世代Ａか未来世代Ｂのど

● ● ● ● ⑨ ● ● ● ●

ちらか結果的に存在した方が現在世代とその社
● ● ● ● ●

会的な価値を共有しているという、個々の未来
● ● ● ● ● ● ● ● ●

世代に再度定位した「より弱い条件」に訴える
しかない。

● ● ① ● ● ●

これはこれまでの理由づけとは根本的に性質
● ● ● ● ● ● ● ●

が異なる理由づけである。なぜなら、価値葛藤
が生じることを理由に、選択の時点で「より良
い未来」の選択に十分な理由を与えられないこ

● ● ● ● ● ●

とを認めた上で、それを放棄し、未来世代が結
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ① ● ｅ

果的に存在した時点で遡及的に過去の選択に理
● ● ● ● ●

由を与えることになるからである。この事後的
な理由づけは、次のような事後承認のメカニズ

’
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いる。それゆえ、例えば、たしかに２１世紀の
時点では２２世紀に誰が存在するのかまだ決ま
っていないけれども、少なくとも２２世紀にな
ればそれが誰であったのか確定することができ
る。そして、２２世紀になれば、われわれが他
の選択肢を選ぶことによって生じたであろう未
来世代Ｂは、存在する可能性がある人間として
の道徳的な配慮を求める力を失ってしまうので
ある。
未来世代A+が結果的に存在するある未来の

世界の中では、未来世代Ｂはもうすでに道徳的
な配慮を求める力を欠いた架空の人物たちにす
ぎなくなる。だから、未来世代A+にとって、
われわれが未来世代A+と共有しているある社
会的な価値のもとで「より良い未来」を選択し
たのならば、架空の人物たち（未来世代B)を
消したということをもってわれわれを責めるこ
となど何ら意味をなさず、つまりわれわれは良
い選択をしたのだ、ということになる。存在し
えたかもしれない未来世代Ｂへの責任は事後的
に無化されるのである。
選択の時点では、未来世代Ａと未来世代Ｂの
どちらを選択すべきか十分に理由づけることは
できない。その時点ではどちらの世代が実際に
存在するようになる未来世代か決まっていない
のだから、どちらを選んだとしても、選択の時
点では選ばなかった未来世代に対しては不正を
なしていることになる。しかし、可能な未来世
代が無数に存在し、その数だけ社会的な価値を
考えることができる以上、それはおそらく避け
られないことである。未来世代Ｂへの責任が事
後的に無化され、未来世代A+によって現在世
代の選択が正しいものであったと遡及的に判断
されるときになって初めて、理由づけが完成す
るのである。
もちろん、ある社会的な価値を共有していて

もそれに照らして「より良い未来」が残されて
いない場合や、そもそもそのような社会的な価
値を未来世代A+が共有していない場合には、
われわれの選択は、われわれにとってのもので
しかない社会的な価値によって選択の理由を与
えて、本当はもっとよかったかもしれない未来
世代Ｂを消してしまったことになる。しかし、
その場合でも、もはや未来世代Ｂは道徳的な配
慮を求める力を欠いた架空の人物たちでしかな
い。未来世代Ｂが道徳的な配慮を求める力をも
っているのは、未来世代Ａと未来世代Ｂが同じ
位置をしめている、あの選択の場においてだけ
である。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑪ ●

まとめよう。個々の未来世代に再度定位した
｢より弱い条件」によって選択に事後的な理由
づけを与えることができるのは、現在世代があ
る社会的な価値をもって未来の世界を選択して、
結果的に生じた未来世代A+が現在世代と同じ
社会的な価値を共有し、彼ら自身を生じさせた
現在世代の選択をその社会的な価値のもとで正

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｑ 卿 ●

しいものとして事後的かつ遡及的に承認する場
● ● ● ● ● ●

合だけである。成功した場合にだけ、理由は与
えられる。
われわれが<14歳の少女〉のケースでは子

供を持つのを待つべきであると、〈危険な政策〉
のケースでは安全な政策をとるべきであると、
そして地球環境問題の場合には豊かな自然が残
っている方がよいと常識的な判断で考えている
のも、そのような社会的な価値を背景にした選
択の方が、「より弱い条件」のもとで事後的に
正しいものとして承認される確率が高いと考え
ているからである。
そして、未来世代の権利を尊重することが世

代間倫理なのだと-一般的に考えられているのも、
この事後承認のメカニズムがあるからにほかな
らない。権利が守られるような未来が生じるの
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して、権利の葛藤や価値の葛藤によって生じる
解決不可能性を事後的に無化しながら、現在世
代と結果的に生じる未来世代A+との間で共有
されるある社会的な価値に照らして「より良い
未来」をもたらそうとする試みである}６．世代
間倫理が私たち自身に課している義務でしかな
いにも拘わらず、未来世代に向けて課している
義務でもある理由はここにある。
「未来世代」としてどんな人間を選ぶのかを

われわれが今問わなくてはならない理由もここ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

にある。選ばれなかった未来世代Ｂは事後的に
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無化されてしまうのだから、存在する可能性が
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ある今選ばなくてはならないのである。いたこ
とを忘れる前に、いたことを忘れたことが消え
去る前に、われわれは自らに問わなくてはなら
ない。どのような社会的な価値を、どのような
環境を、そしてどのような人間を選ぶのかを。
そして、この自問自答によって「より良い未

来」が生み出されるかどうか、それは選ばれる
社会的な価値が現在から未来に存在する人間た
ちにとってどれぐらい深いものなのかにかかっ
ている。1000年後にでも共有されるような深
く染み付いた価値ならばわれわれの試みが成功
する確率は高くなるし、逆に100年も経てば
消えうせてしまうような浅いものでしかないの
ならば、世代間倫理は単なる戯れに過ぎない。
どのような価値がそのような深さをもつのか、

それはこれから探してみるほかない。

ならば、権利が守られなかった未来が生じなか
ったこと、そしてそのような未来の世界に住む
はずだった未来世代Ｂへの責任は事後的に無化
されるのである’5。

Ｓ「世代間倫理」とは何か

佐藤［2000］は世代間倫理を論じた部分で
次のような結論を導き出している。

未来世代Ａと未来世代Ｂの間には、その意
味での〔生き生きと想像できるという意味で
の〕実在性の差はありえない。もし差を感じ
るとすれば、それは未来世代Ａのことを無意
識に考えないようにしているからであろう。
(中略）
救命ポート倫理が〔宇宙船倫理よりも〕す
く熱れて倫理的たりうるのは、この点〔現在
世代が未来世代を選んでいるということ〕を
自覚せざるをえない形になっているからであ
る。（中略）「未来世代」なるものを私たちが
窓意的に決めている以上、それは実際には私
たちが私たち自身に課している義務でしかな
いのだ。世代間倫理にしても、「私たちは未
来世代に責務があるかどうか」だけではなく、
｢私たちは『未来世代』としてどんな人間た
ちを選ぶか」を間うていかなければならない。
(佐藤［2000]、〔〕部池田）

存在すべき未来世代を、つまり未来世代Ａと
未来世代Ｂのどちらが存在すべきかを私たちが
選んでいるとしても、それが窓意的なものでし
かないとは本稿は考えない。少なくとも単なる
窓意的なものではない。
われわれが語っている限りでの「世代間倫

理」は、過去と未来の確定度合いの違いを利用

注
(1)未来世代の問題を部分的に触れたものとして、
大澤[1991]、数土[2001]がある。特に、大澤
[1991]のVII章、数土[2001]の第１章、参照。

(2)社会学以外では、特筆すべき論文として小林
[1999]がある。小林は、人類の計画的滅亡が計
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なっているので、注意が必要である。
⑩もちろんこの他の解釈の可能性を否定するもの
ではない。あくまでも本稿に即した限りでの解釈
である。

(l1)理論X(およびそれに含まれるQ)は「修正さ
れた功利主義」である。Parnt[1984:364-366=1９
９８:497-500］参照。
0２)パーフィットはその後いくつかの消極的な進展
を遂げるが、最終的に理論Ｘの発見には至ってい
ない。

⑬当然その場合、質と量のどのようなバランスが
最適なのかが問題になるが、それを考察するのが
パーフィットの残り三章の目的である。

側仮に、どの未来世代の間でも価値の葛藤を起こ
さないような、つまり共有されうる社会的な価値
があるとしたら、それは論理的には「神の法llthe
DivineLaw)」に限りなく近い。Baier[1984二は、
宗教的な倫理が支配していた時代には神の法が自
然を破壊しない義務を人間に課していたと指摘し
ている。ただしその場合、自然を破壊するこ‘とが
悪いのは、未来世代が損害を受けるからではなく、
神の法に違反するからである、とベイアーは言う。
旧池田[2001]は、未来世代の権利と現在世代の
義務の履行がねじれたシステムを形成してい;6こ
とを論証している。本稿はその非同一性問題に関
する部分を発展させたものである。池田[2001]
はhttp:"www.L.u-tokyo・acjp/̅ikeda/にてダウ
ンロード可能。

㈹「われわれが語っている限りでの」という表現
が示しているとおり、他の形の世代間倫理があり
うるかもしれない。その可能性を探究することは
本稿以後の課題となる。

画的存続に比べて個人の自由と尊厳とに調和し、
人道的でありうると論じる。
(3)他にこの問題を論じた論文として、Adams
[1972]、Schwartz[1978]、Kavka[1982]、
Woodward[1986]がある。
(4)この定義は鈴村・蓼沼［2000］による。ただし、
鈴村・蓼沼［2000］の場合には、選択時点ｔを複
数化することで、過去を幹とし未来を枝とするよ
うなツリー構造をとるように複雑化されている。
本稿の定義はそれを分かりやすく、より単純化し
たものである。

(5)念のため付記しておくと、同様の論理がく危険
な政策〉のケースでも成立する。

(6)存在させたことが不正ではないのなら、実現不
可能な権利を持たせたことも自動的に不正ではな
くなるという考え方をとることもできるが、そう
考えるのならば、存在させたことが不正ではない
限りどのような環境を子供にもたらしても不正で
はないことになる。この結論は常識的に考えて受
け入れられないので、存在させたことの正／不正
と実現不可能な権利を持たせたことの正／不正を
分けて考える方が妥当である。

(7)念のため付記しておくと、これは「生きている
ことを否定しないから、実現不可能な権利を持た
せることも不正ではない」という考え方とは別物
である。

(8)佐藤［2000］の目的は、一見すると反発しあう
ように見える、環境問題に対する二つの解決、市
場メカニズムに志向した市場的解決と未来世代や
他の生物種への責任を説く倫理的解決が、ともに
主体の画定問題を含む形で鏡像的な関係にあると
示すことにある。

(9)佐藤と本稿では未来世代Ａと未来世代Ｂが逆に
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WhatlogicalstructuredoestheethicsoffUmregenerationstake？ItistheiINon-IdentityProbleｍ１１ａｒｇｕｅｄ
byD・Parfittohaveinvestigateditthoroughly・Thispaper,first,explainswhattroublethisploblemgivestoour

commonsense,andsecond,interpl℃tsthesolutiontoitposedbyParfit,finally,arguesabouttheconditionsit
needs.

Bythispaperisinterpretation,ParfitmakesasocialvaluetotheleasonfbrchoosingbetterfUture.Itisa
IIBestmxofqualityoflifeanditsquantityi'.But,thissolutionneedsaconditionthatpresentgenerationandall

filturegenerationssharethatsocialvalue・Thecondition,however,cannotbefUlfilled,andthesolutionoftlie

problembecomesimpossibleagain,becauseofbringingthevalueconHictsbetweenfUturegenerations.
'Ibavoidit,weneedtochange!'all''into!itherealizedasaresulti'.Iftherealizedfilturegenerationas

aresultapprovesourselectionexpostfacto,wewillbegivenareasontoselectthatfUtureretroactively・Arlid
simultaneously,theimpossibilityofthesolutioniseliminated.
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